
７ 高 2 3 8 6 号 

令和８年３月24日 

 

 介護保険サービス事業者 様 

 長野市長 荻 原 健 司  

（保健福祉部高齢者活躍支援課担当） 

（保健福祉部地域包括ケア推進課担当）   

 

 

令和８年度介護職員等処遇改善加算に係る処遇改善計画書の提出について（通知） 

 

日頃から、適切な介護サービスの提供に御尽力いただき、感謝申し上げます。 

令和８年度に介護職員等処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者については、 

厚生労働大臣が定める基準（平成27年厚生労働省告示第95号）に定める介護職員等処遇改善加算

処遇改善計画書を作成し、届け出る必要があります。 

つきましては、「介護職員等処遇改善加算に関する基本的考え方並びに事務処理手順及び様式例

の提示について（令和８年度分）」（令和８年３月13日付け老発0313第６厚生労働省老健局長通

知）に基づき、下記により計画書を提出してください。 

記 

 

１ 提出書類 

下記リンクより、様式をダウンロードし、作成してください。 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p005887.html 
  
 

① 「介護職員等処遇改善加算 処遇改善計画書（令和８年度）」（別紙様式２－１） 

② 「処遇改善加算 個票」（別紙様式２－２ 個票４、５月分） 

③ 「処遇改善加算 個票」（別紙様式２－３ 個票６月以降） 

※①～③は一体様式です 

④ 「介護給付費算定に係る体制等に関する届出書」（以下、「届出書」という） 

（サービス種類に応じ、別紙２、別紙３－２、別紙50のいずれか） 

  

２ 提出期限 

令和８年度に処遇改善加算を算定しようとする介護サービス事業者等は、下記の期日までに計画書 

及び届出書を併せて提出してください。 

 計画書提出期限 届出書提出期限 

⚫ 従前サービスのみを運営して

いる法人 

⚫ 従前サービスと新規サービス

を併せて運営している法人 

令和８年４月 15日（水） 令和８年４月 15日（水） 

⚫ 新規サービスのみを運営して

いる法人 

令和８年６月 15日（月） 令和８年６月 15日（月） 

※従前サービス：従前から処遇改善加算が設定されているサービス 

（以下に記載の新規サービス及び加算算定非対象サービス（（介護予防）福祉用具貸与、

特定（介護予防）福祉用具販売、（介護予防）居宅療養管理指導）を除く） 

【別紙１】

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p005887.html


※新規サービス：新たに処遇改善加算が設けられたサービス 

（（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、居宅介護支援、介護

予防支援をいう。） 

 

○令和８年４月以降に新規算定する事業所を含む法人及び令和８年４月に加算区分が変更になる事業

所を含む法人の計画書と体制届の提出期限も、令和８年４月 15日（水）です。 

 

○計画書は、処遇改善を行う全ての法人で提出が必要です。届出書は、下記早見表の「届出書の提出必

要有無」欄が「○」の区分の事業所で提出が必要です。 

 

処遇改善加算を算定する期間及

び算定する処遇改善加算の区分 
届出書の提出必要有無 

～３月 ４～５月 ６月～ ４月 ６月 

Ⅰ Ⅰ 
Ⅰイ × ○ 

Ⅰロ × ○ 

Ⅱ 

Ⅰ 
Ⅰイ ○ ○ 

Ⅰロ ○ ○ 

Ⅱ 

Ⅰイ × ○ 

Ⅰロ × ○ 

Ⅱイ × ○ 

Ⅱロ × ○ 

Ⅲ 

Ⅰ 
Ⅰイ ○ ○ 

Ⅰロ ○ ○ 

Ⅱ 

Ⅰイ ○ ○ 

Ⅰロ ○ ○ 

Ⅱイ ○ ○ 

Ⅱロ ○ ○ 

Ⅲ 

Ⅰイ × ○ 

Ⅰロ × ○ 

Ⅱイ × ○ 

Ⅱロ × ○ 

Ⅲ × × 

Ⅳ 

Ⅰ 
Ⅰイ ○ ○ 

Ⅰロ ○ ○ 

Ⅱ 

Ⅰイ ○ ○ 

Ⅰロ ○ ○ 

Ⅱイ ○ ○ 

Ⅱロ ○ ○ 

Ⅲ 

Ⅰイ ○ ○ 

Ⅰロ ○ ○ 

Ⅱイ ○ ○ 

Ⅱロ ○ ○ 

Ⅲ ○ × 

早見表 



Ⅳ Ⅳ × × 

 

 

３ 提出方法 

「電子申請・届出システム」または紙媒体（窓口、郵送）による提出をお願いいたします。 

※ 電子メール、ながの電子申請サービスは提出不可 

 

○「電子申請・届出システム」による提出の場合 

以下リンクにアクセスし、GビズID等を入力してください。 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/  

※ 詳細は別紙「電子申請・届出システムによる届出の仕方」を参照 

 

○紙媒体の場合 

〒380-8512 長野市大字鶴賀緑町1613番地 長野市役所 第二庁舎１階 

高齢者活躍支援課介護施設担当 

地域包括ケア推進課企画・管理担当（居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所の場合） 

※居宅介護支援事業所、介護予防支援事業所を有する介護サービス事業者等について、 

処遇改善計画書を法人単位で一括して作成する場合は、居宅介護支援事業所、 

介護予防支援事業所の所管課である地域包括ケア推進課企画管理担当 

（長野市役所 第二庁舎１階）と、高齢者活躍支援課介護施設担当に上記１を 

各１部ずつ提出してください。 

 

 

４ 留意事項 

計画書に記載する事業所・施設を指定する指定権者（長野県、市町村・広域連合）に対して提出 

してください。複数の事業所を開設する法人等が、複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合 

又は法人等一括で作成する場合には、同一の計画書を各指定権者へそれぞれ提出することとなりま 

す。 

   

５  その他 
令和８年度介護職員等処遇改善加算についてのご質問は、以下の厚生労働省コールセンターにお

問い合わせください。 
   〇介護職員等処遇改善加算等 厚生労働省コールセンター 

電話番号：050-3733-0222 （受付時間：9:00～18:00（土日含む）） 

 

（問い合わせ先） 
長野市保健福祉部高齢者活躍支援課介護施設担当 

TEL：026-224-5094  FAX：026-224-5126 

 

地域包括ケア推進課企画・管理担当 

TEL：026-224-7935 FAX: FAX 026-224-8574 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/


「電子申請・届出システム」による届出の仕方 

１.届出の流れ 

①下記リンクをクリック → 「G ビズ ID でログインする」 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/ 

 

 

②G ビズ ID、パスワードを入力する 

 

 

 

https://www.kaigokensaku.mhlw.go.jp/shinsei/


③申請届出メニューの、「加算に関する届出」をクリック 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



④ １．サービス分類選択は該当サービスを選択 

２．都道府県選択で「長野県」を選択 

３．届出先選択で「長野市」を選択 

4.「次へ」 

※ １．サービス分類選択について、複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合及び 

法人等一括で作成する場合は、任意のサービスを選択してください。 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

  



⑤法人、事業所の情報を入力していき、「次へ」 

※複数の事業所をまとめて計画書を作成する場合及び法人等一括で作成する場合は、 

任意の事業所の情報を入力してください。 

 

 



⑥「処遇改善計画書」及び「届出書」のデータを添付する →  「次へ」 

※ エクセルデータの提出で構いません。（PDF 化の必要なし） 

 

 

 

２．その他 

電子申請・届出システムの操作方法、G ビズ ID の取得については、以下のリンクよりご確認く

ださい。 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p005871.html 

 

 

https://www.city.nagano.nagano.jp/n101000/contents/p005871.html


【別紙２】











令和８年度⻑野県委託事業 「介護職員処遇改善加算等取得促進⽀援業務」
（受託実施 : 公益財団法⼈ 介護労働安定センター⻑野⽀部）

長野会場 6月24日（水）
長野市生涯学習センター 4階大学習室１

（長野市大字鶴賀問御所町1271-3）

飯田会場 ７月９日（木）
飯田市エス・バード E201会議室

（飯田市座光寺３３４９−１）

開催時間 ： 13：30～15：30 ※1事業所2名様までお申込いただけます

 申込期間 ： 各会場 開催日の1週間前まで
 ※詳細は後日お知らせいたします

介護職員等処遇改善加算について

            正しく理解し加算取得しましょう

令和８年６月から処遇改善加算の拡充により対象サービス

が新設されます。ぜひこの機会に加算取得しましょう！

 制度のことや取得方法から運用まで分かりやすく解説します。

〔お問い合わせ先〕

公益財団法人 介護労働安定センター 長野支部
〒380-0836 長野市南県町1082 ND南県町ビル5F  Tel: 026-232-0898 Fax: 026-232-0906

※お申し込みは「QRコード」から、お願いいたします。

●⻑野県内に所在する介護保険サービス事業所の指定を受けている事業所及び当該事業所を運営する
事業者（法人）事務所
※令和７年度まで処遇改善加算の対象外となっていた介護保険サービスの事業所も支援対象となります。
【新規対象サービス】（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、居宅介護支援・介護予防支援

●⻑野県内（⻑野市、松本市を除く）に所在する障害福祉サービス等事業所の指定を受けている事業所及び
当該事業所を運営する事業者（法人）事務所
※令和７年度まで処遇改善加算の対象外となっていた障害福祉サービス等の事業所も支援対象となります。
【新規対象サービス】計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援（移行）、地域相談支援（定着）

支援対象
となる
事業所

参加費無料

【別紙３】



026-232-0906 介護労働安定センター⻑野⽀部 ⾏
⻑野県委託事業「令和８年度 介護職員処遇改善加算等取得促進⽀援業務」

（受託実施︓公益財団法⼈ 介護労働安定センター ⻑野⽀部）

事業所向けセミナー申込書

申込日 ： 令和   年  月 日

※「処遇改善加算セミナー申込書」に記載された内容については、当センターの個⼈情報管理規程に従い厳重に管理し、⻑野県への情報提供、
当センター職員による日程調整、内容確認、当センターの各事業のご案内及び事業活動に関する情報提供のみに使用し、上記以外の目的で使
用いたしません。

法 人 名

事業所名

加算届出
区分

Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ・ 未取得 ・ 取得済（新規対象サービス）

所在地等

〒    -

Tel: Fax:

E-mail:

ふりがな

参加者名

分 野 介護サービス事業所 ・ 障害福祉サービス事業所

ｻｰﾋﾞｽ区分

希望会場 6/24（水） 長野 ・ 7/9（木） 飯田

個別

無料相談
について

※ご希望の箇所
を〇で囲んでく
ださい。

希望する ・ 希望しない

希望
日程

第1希望    月 日（   ： ～  ： ）

第2希望 月 日（   ： ～  ： ）

第3希望 月 日（   ： ～  ： ）

相談
方法

対面 オンライン 電話 ・ メール

1. 相談者の事業所 
2. 介護労働安定センター長野支部事務所

1. Zoom
2. Cisco Webex

当センターを介して
 専門家へお繋ぎします

ＦＡＸ

※あてはまる方を〇で囲んでください。

※サービスの種類をご記入ください。

〔お問い合わせ先〕

公益財団法人 介護労働安定センター 長野支部
〒380-0836 長野市南県町1082 ND南県町ビル5F Tel: 026-232-0898 Fax: 026-232-0906

どちらかを〇で囲んでください

※〇で囲んでください。

どちらかを〇で囲んでください



〔お問い合わせ先〕

公益財団法人 介護労働安定センター 長野支部
〒380-0836 長野市南県町1082 ND南県町ビル5F       Tel: 026-232-0898 Fax: 026-232-0906

令和８年度⻑野県委託事業 「介護職員処遇改善加算等取得促進⽀援業務」
（受託実施 : 公益財団法⼈ 介護労働安定センター⻑野⽀部）

●相談をご希望の⽅は裏⾯の「無料相談申込書」に必要事項を記入の上、Faxにてお申込みください。
または、ホームページからもお申込いただけます。

●⻑野県内に所在する介護保険サービス事業所の指定を受けている事業所及び当該事業所を運営する
事業者（法人）事務所
※令和７年度まで処遇改善加算の対象外となっていた介護保険サービスの事業所も支援対象となります。
【新規対象サービス】（介護予防）訪問看護、（介護予防）訪問リハビリテーション、居宅介護支援・介護予防支援

●⻑野県内（⻑野市、松本市を除く）に所在する障害福祉サービス等事業所の指定を受けている事業所及び
当該事業所を運営する事業者（法人）事務所
※令和７年度まで処遇改善加算の対象外となっていた障害福祉サービス等の事業所も支援対象となります。
【新規対象サービス】計画相談支援、障害児相談支援、地域相談支援（移行）、地域相談支援（定着）

介護職員等処遇改善加算を理解して

適正に運用しましょう

ホームページ

支援対象
となる
事業所

キャリアパス表
の作成や見直し

について

規定見直しや
昇給の仕組み

について

計画書や
実績報告書
について

生産性向上
のための

取組について

〈 専門家が訪問し事業所ごとにあわせた支援を行います 〉
訪問の他にWEB・電話・メールでの支援も可能

不
安
だ
な…

□細かいところが心配…

□正しく運用できてるのかな…

□見直さなきゃいけないな…

□上位加算を取りたいけど…

□不安だったことが解消した！

□これでよかったんだ！

□見直すところが分かった！

□さっそく取り組もう！

令和８年度
特例要件
について

無料個別相談のご案内
令和８年６月から処遇改善加算が拡充されます！

介護職員等処遇改善加算について
【別紙４】



026-232-0906 介護労働安定センター⻑野⽀部 ⾏

⻑野県委託事業「令和８年度 介護職員処遇改善加算等取得促進⽀援業務」
（受託実施︓公益財団法⼈ 介護労働安定センター ⻑野⽀部）

無料相談申込書 申込日 ： 令和 年 月 日

※「無料相談申込書」に記載された内容については、当センターの個⼈情報管理規程に従い厳重に管理し、⻑野県への情報提供、当センター
職員による日程調整、内容確認、当センターの各事業のご案内及び事業活動に関する情報提供のみに使用し、上記以外の目的で使用いたし
ません。

法 人 名

事業所名

現在の
加算区分

所在地等

〒 -

Tel: Fax:

E-mail:

ご担当者 役 職

分 野 介護サービス事業所 ・ 障害福祉サービス事業所

サービス
区分

処遇改善加
算の取得／
上位加算取
得にあたり、
支援をご希
望の内容に
ついて教えて
ください。

■ 該当するものに○をご記入下さい。 （複数選択可） 

１. 制度の概要について

2. キャリアパス要件Ⅰ・Ⅱ・Ⅲについて

３. 取得した加算の配分方法について

４. 生産性向上のための業務改善について 

５. 令和８年度特例要件について 

６. 計画書・報告書の作成について

７. その他 （就業規則・賃金規定等の見直し など）

  

希望相談日

(※調整の上、
後日ご連絡を
差し上げます）

第1希望   月 日（ ） （    ： ～  ： ）

 第2希望  月 日（ ） （    ： ～  ： ）

 第3希望  月 日（ ） （    ： ～  ： ）

相談方法
※ご希望の方法
を〇で囲んでく
ださい。

対面 オンライン 電話 ・ メール

1. 相談者の事業所 
2. 介護労働安定センター長野支部事務所

1. Zoom
2. Cisco Webex

当センターを介して専門家へ
お繋ぎします

ＦＡＸ

※あてはまる方を〇で囲んでください。

※サービスの種類をご記入ください。

〔お問い合わせ先〕

公益財団法人 介護労働安定センター 長野支部
〒380-0836 長野市南県町1082 ND南県町ビル5F Tel: 026-232-0898 Fax: 026-232-0906

※あてはまる区分を〇で囲んでください。

Ⅰ ・ Ⅱ ・ Ⅲ ・ Ⅳ ・ 未取得 ・ 取得済

※支援の時間
は基本的に９０
分です。

（新規対象サービス）



 

長野市内居宅介護支援事業所連絡会 研修会 参加申込書 
 

開催日：令和 8 年 7 月 7 日（火）   申込期限：７月１日 

FAX または QR コードからお申し込みいただけます。 

【方法①：FAX での送信先】 

長野市内居宅介護支援事業所連絡会事務局 行 

（福祉相談センターりんごの郷 担当：西澤）  

FAX：026-217-7510（送信票不要） 

【方法②2：QR コード】 
 

 

 

■ 申込者情報（事業所） 

事業所名  

連絡先 TEL：                                            FAX： 

■ 参加希望会場（いずれか 1 つにチェック） 

選択 会場名 / 住所 定員 

 ふれあい福祉センター  5 階ホール（鶴賀緑町 1714-5） 50 名 

 コスモスたせこホール （小島田町 449） 50 名 

■ 参加者氏名（主任介護支援専門員は【 】に〇を付けてください） 

No. 氏名 No. 氏名 

1   【   】 6   【   】 

2   【   】 7   【   】 

3   【   】 8   【   】 

4   【   】 9   【   】 

5   【   】 10   【   】 

 

【別紙５】


